
【新】劇場使用料金表 

（1）劇場使用料 

●客席面まで使用（公演等）                                                    （税込） 

   時間区分 

  

種別 

前半 後半 全日 

午前 9 時から午後 4 時まで 午後 4 時から午後 10 時まで 午前 9 時から午後 10 時まで 

平日 土・日・休日 平日 土・日・休日 平日 土・日・休日 

主劇場 343,200 円 412,300 円 377,000 円 452,900 円 488,600 円 586,100 円 

小劇場 104,900 円 149,200 円 115,700 円 164,200 円 150,300 円 213,000 円 

●舞台面のみ使用（公演の準備・リハーサル・休演等）                                    （税込） 

   時間区分 

  

種別 

前半 後半 全日 

午前 9 時から午後 4 時まで 午後 4 時から午後 10 時まで 午前 9 時から午後 10 時まで 

平日 土・日・休日 平日 土・日・休日 平日 土・日・休日 

主劇場 171,600 円 206,100 円 188,500 円 226,400 円 244,300 円 293,000 円 

小劇場 52,400 円 74,600 円 57,800 円 82,100 円 75,100 円 106,500 円 

●世田谷区民による入場料等無料の舞台芸術公演 

 世田谷区民：個人にあっては区内に住所を有する者を、法人その他の団体にあっては区内に事務所を有する者または

区内に住所を有する者を主たる構成員とするものをいいます。                      （税込） 

   時間区分 

  

種別 

前半 後半 全日 

午前 9 時から午後 4 時まで 午後 4 時から午後 10 時まで 午前 9 時から午後 10 時まで 

平日 土・日・休日 平日 土・日・休日 平日 土・日・休日 

主劇場 137,200 円 164,900 円 150,800 円 181,100 円 195,400 円 234,400 円 

小劇場 41,900 円 59,600 円 46,200 円 65,600 円 60,100 円 85,200 円 

※この表における「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に定める休日をいいます。 

●連続使用割引（全日区分にて連続使用する場合、使用期間の初日から適用） 

         使用日数 

劇場 
使用開始～ 

4 日間 
5～7 日間 8～10 日間 11 日間以上 

主劇場   5％割引 10％割引 

小劇場 

（入場料最高額税抜 4,001 円以上）   
5％割引 10％割引 15％割引 

小劇場 

（入場料最高額税抜 4,000 円以下） 
10％割引 15％割引 20％割引 

 

（２）場内案内係（フロントスタッフ）利用料 

 観客を入れて施設を使用する場合にご利用いただく案内係利用料です。料金は 1ステージごとの換算です。  （税込） 

劇場 使用エリア 料金     （円／ステージ） 

主劇場 1階席から 3階席まで使用 77,000円 

1階席から 2階席まで使用 66,000円 

1階席のみ使用 55,000円 

本席以上使用 88,000円 

小劇場 全席種共通 35,000円 

●延長使用料 

やむをえず使用が時間外に及ぶために、延長使用の承認を受けた場合は、超過時間 1時間につき基本使用料の 

30％相当額をご負担ください。（全日区分で使用する際は後半料金の 30％相当額） 

なお、1時間に満たない端数はこれを 1時間とし、100円未満の端数は切り捨てとします。 


